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事業所の管理者や専門職の配置基準緩和を検討

第223回
2023.09.08

介護給付費分科会

第223回介護給付費分科会では、「介護人材の確保と介護現場の生産性の向上」をテーマに
（1）介護人材の処遇改善等
（2）人員配置基準等
（3）介護現場の生産性向上の推進／経営の協働化・大規模化
（4）外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて
の4点について現状と課題及び論点が出され議論が行われました。

厚労省から人材配置基準について、「サービスの質の担保に留意しつつ、柔軟な働き方を可能としていく」と
提案、委員からは緩和に賛成する意見と、一方で職員の負担が増えるなどを理由に反対する意見もありました。

管理者のテレワーク等の取扱いに関する事務連絡（抄）
・ 管理者について、令和５年９月５日に事務連絡「情報通
信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における管
理者の業務の実施に関する留意事項について」を発出した。
第１ テレワークに関する基本的な考え方

介護事業所等の管理者は、当該介護事業所等の管理上支
障が生じない範囲内において、テレワークを行うことが可
能である。また、当該管理者が複数の介護事業所等の管理
者を兼務している場合にも、それぞれの管理に支障が生じ
ない範囲内において、テレワークを行うことが可能である。
その際、利用者やその家族からの相談対応なども含め、利
用者に対するサービスの提供や提供されるサービスの質等
に影響が生じないようにすること。なお、本事務連絡に記
載の取扱いについては、管理者としての職務への従事に関
して示したものであり、管理者が管理者以外の他の職種
（介護職員等）を兼務する場合の当該他の職種としての業
務に関して示したものではない。管理者以外の職種におけ
るテレワークの取扱いについては、今後、「デジタル原則
を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」を踏まえ、
令和５年度中に別途お示しすることとする。
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提示された論点
◼ EPA介護福祉士候補者及び技能実習生について、介護
サービスの質の確保等に十分に配慮した上で、就労開始直
後から人員配置基準に算入することについてどう考えるか。
◼ 介護職員の業務負担軽減や介護サービスの質の向上を図
り、多様な人材がやりがいをもって働くことができる介護
現場となるように、更なるテクノロジーの活用やいわゆる
介護助手の活躍を推進するに当たって、どのような方策が
考えられるか。
◼ 提供する介護サービスの質の担保に留意しつつ、柔軟な
働き方を可能としていくため、また、デジタル原則への適
合性の観点から、どのような方策が考えられるか。
・ローカルルールへの対応について、実態の把握を含めど
のような方策が考えられるか。
■介護の現場で働く方の確保に向けて、どのような方策が
考えられるか。
・処遇改善のための措置をできるだけ多くの事業所に活用
いただき、現場で働く方に届くようにする観点
• 新規人材の確保、適切な業務分担の推進、やりがいの醸
成・キャリアアップを含めた離職防止や、職場環境等要件
に基づく取組について、より実効性のあるものとしていく
観点から、どのような方策が考えられるか。
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